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豚コレラ対策の強化を求める意見書について 

 

上記の議案を各務原市議会会議規則（昭和４６年議会規則第１号）第１４

条の規定により提出します。 
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提案理由 

現状において、豚コレラによる感染拡大の防止が困難とみなし、国に対し「ま

ん延防止のための緊急ワクチン接種の実施」を推進し、早急な対応を求めるた

め、この意見書を提出しようとする。 

 

各務原市議会議長   足 立 孝 夫 様 

  



豚コレラ対策の強化を求める意見書 

 

平成30年９月に国内では26年ぶりとなる豚コレラが岐阜市で発生し、平成31年

１月には各務原市内養豚場においても発生、1662頭が殺処分された。豚コレラは

岐阜県だけではなく、他の複数県の養豚場においても発生しており、その感染拡

大は我が国全体の養豚業界の危機といってもよい状況にある。 

家畜豚への豚コレラの主要な感染源とみられる野生イノシシの感染においては、

感染予防対策として経口ワクチンの散布などが行われているものの、最近におい

ても多くの地域で感染が確認されおり、感染拡大が収まっているとはいえない状

況にある。加えて、野生イノシシ以外の家畜豚への豚コレラ感染ルートも未だ解

明されておらず、対策は困難を期している。 

本市の養豚農家においては、豚コレラ発生から数カ月が経過し、休業中や再建

時にかかる資金調達を課題に持ちながらも、経営再建に向けた意欲を持っている。

しかしながら、養豚を再開した後に再度感染する危険性を危惧し、再開の目途が

立たない状況にある。 

家畜豚の豚コレラ発生時の対処は、「豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針」

において、ワクチンの使用については慎重に判断し、「平常時の予防的なワクチン

の接種は行わないこととする」としているが、現状において、感染拡大の防止が

困難とみなし、「まん延防止のための緊急ワクチン接種の実施」を推進すべきと考

える。 

よって、国に対し、次の措置を早急に講ずることを強く求める。 

 

１ 緊急防疫指針の設定及び地域限定での豚に対する緊急ワクチン接種 

２ 検疫体制の強化及び期間を限定した予防的なワクチンの接種 

３ 豚コレラ発生農家に対する経営再建の支援 

 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

 

令和元年９月27日 

岐阜県各務原市議会 

衆参両議院議長 

各関係行政庁 宛 

 


